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奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会規定

(設置)

第 1条 奈良県立医科大学医学部看護学科に紀要編集部会を置く。

(目的)

第 2条 紀要編集部会は、看護学科の紀要に関する事項を協議するものとする。

(組織)

第 3条紀要編集部会は、次の部会員をもって組織する。

( 1 )看護学教育協議会が選出した専任教員 若干名

(任命)

第4条 紀要編集部会に部会長を置き、部会長は、他の規定に特別の定めがある場合を除いて、学科

長が任命する。

2 学科長は、部会員に欠員が生じた場合は、前項の規定にもとづき、すみやかに部会員を補充し

なければならない。

(会議)

第5条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

2 部会長は、高IJ部会長を任命し、部会長に事故あるときは、副都会長がその職務を行う。

3 部会は、部会員の 3分の 2以上の出席がなければ開くことができない。

4 部会長は、必要がある と認めるときは、部会員以外のものを部会に出席させ、その意見を

求めることができる。

(任期)

第 6条部会員の任期は2年とする。

2前条第2項により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報告)

第 7条 紀要編集部会は、審議の経過及び結果について看護学教育協議会に報告しなければならない。

(書記)

第 8条紀要編集部会に書記を置く。

2 書記は、部会長の命を受け、会議の記録を行う。

第 9条 会議の記録は紀要編集部会長が保管する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、紀要編集部会で協議して定める。

2 紀要編集発行規定は紀要編集部会の議を経て別に設ける。

第11条 本規程に変更がある場合は、紀要編集部会の議を経て変更することができる。

付則

この規定は、平成16年4月 1日から施行する。

この規定は、平成27年10月 1日から施行する。
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奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集発行規定(改訂)

第 1条(目的)

奈良県立医科大学医学部看護学科(以下「看護学科」という)は、その教育と研究の諸活動

を発展させ、高等教育機関に課せられた社会的責務を果たし、学術の進歩に貢献することを

目的として紀要を発行する。

第 2条(名称)

看護学科が発刊する紀要の名称は、「奈良県立医科大学医学部看護学科紀要(以下「紀要」

という)とする。なお、 英語での名称は BulletinofFaculty ofNursing， School ofMedicine， 

Nara Medical Universityとする。

第 3条(編集機関)

1)紀要の編集は、紀要編集部会がこれを行う。

2)紀要編集部会については、医学部看護学科紀要編集部会規定の定める ところによる。

3)掲載された論文等の著作権は奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会に帰属し、

医学中央雑誌刊行会及び科学技術振興機構が主催する医学関連文献データベース収載誌

にて公開する。

第 4条(発行回数及び発行時期)

。紀要は、 1年度に 1回、 4月に発行する。

2) 4年生課程必修科目である看護研究の抄録集を紀要の増刊号として発行する。この紀要

増刊号(看護研究抄録集)の内容については看護研究委員会に委ねる。

第5条(原稿の種類)

1)紀要に掲載する論文等の種類は、次のとおりとする。

( 1 )総説

(2)原著

( 3)研究報告

(4)実践報告・資料

( 5 )講演その他の学会活動についての研究業績

( 6 )その他紀要編集部会が適当と認めたもの

2)他の雑誌に発表された論文は掲載しない。

第 6条(執筆者)

1)紀要に執筆することができるものの範囲は、次のとお りとする。

( 1 )看護学科に勤務する教員

( 2 )本学看護学科学生および大学院看護学研究科学生 ただし両者とも過程終了後 2年

以内が望ましい

( 3 )看護学科の教員を含む共同研究の参画者

(4)その他紀要編集部会が執筆を依頼した者

第 7条(原稿の提出)

1)紀要に投稿しようとする者は、毎年 1月末までに紀要編集部会長に提出する。なお修士

論文の内容に加筆修正して投稿する場合は予め連絡の上 3月末までに提出する。

2)原稿は、正 1部、執筆者および所属は記入しない原稿 2部、計 3部提出とする。

3)論文の採択は査読者の査読をへて、編集会議で決定する。

4)執筆にあたっては、倫理的に配慮されている旨を明記すること。
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第 8条 (執筆の要項)

1)原稿の執筆は下記に従う。

( 1 )原稿は、 Windows版 Microsoftなど汎用性の高いソフトで作成し、文字はMSP明

朝または Centuryで llPtとする。

(2)原稿は、所定様式(A4版 20字X42行横書き 2段組)で、本文、文献、図、表、写

真を含めて 8枚程度とする。

( 3 )原稿の枚数が多い場合には、印刷の実費の一部を執筆者が負担することがある。

(4)最終原稿は、写真印刷できるものとし、 CD、USBメモ リー等一般的な記録メディ

アで入校、著者校正を行う。

( 5)専門用語または引用資料以外は、常用漢字、新かなづかい、ひらがなを用い、文体

は、口語体とする。

(6)外国人名、外国の地名、生物名等をカタカナ書きした場合は、原則として原綴又は

学名を活字体で併記するものとする。

( 7)単位は、 m，cm， mm，μm， nm， pm， A， 1， ml，μ1， mg，μgなどとする。また、

RIの質量は、記号の左上につける。なお、各符号の後ろに点を付けない。

(8)原稿には、表題(英文の標題)、所属、執筆者名(ローマ字とも)を併記しなければな

らない。

(9)総説及び原著論文には、原著論文用原稿用紙第 1ページに 40X10行程度の日本語

の要旨を記す。また原著論文にはそれに続いて英文の要旨を 300語以内で記す(こ

の英文要旨は事前にいわゆる Nativecheckを受け保証されたものに限る)。

( 9 )研究分野によっては、英文を欧文に読み替えることができる。

(10)図、表および写真は、図 1、表 1、写真 1等通し番号をつけ、本文と は別に一括し、

本文原稿右欄外に、それぞれの挿入希望位置を朱書きする。

( 11)文献の記載方法は下記に従う。

① 引用文献を示す中波、本文中に(筆頭著者のせい、年号)のようにカッコ書きの害IJ

注で示し、論文の最後に文献リストを掲載する。

② 文献リストは筆頭著者名のアルファベット順(和文・欧文を問わない)で記載し、番号

はっけない。また同一著者による同年発表の文献が複数ある場合は、出版年の後に

a， b.・・をつける。

③ 著者が複数の場合は、本文中の引用箇所には筆頭著者の後に、「ら」または fet

al. Jを加える。また、文献リ ストには 3人まで著者名を明記し、4人目以降を

「他Jまたは fet al. Jとする。

④ 文献リストの表記の方法は以下に従う。

-雑誌掲載論文

著者名(発行年次):論文の表題.雑誌名，号.または巻(号).:開始ページ数一最終ページ数.

例:Hammond C. B. ， Weed J. C. Jr.， Currie J. L. (1980): The role of operation in 

the current therapy of gestational trophoblastic disease. Am J Obst Gynecol， 136: 

844・858.

藤岡完治(1996):臨地実習教育の授業と して成立看護教育， 37 (2) : 94・101.

.単行本

著者名(発行年):論文の表題.編者名.書名(版数).ページ数.発行地(外国文献の場合のみ).

例:Beauchamp T .L.， Childress J. F. (1994): Principles of Biomedical Ethics. 

4th ed. Oxford University Press. New York. 
松本光子(1986):看護実践課程一看護実践の系統的アプローチ.第一版.日:総研出版.
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-電子ジャーナル中の論文

著者名:誌名.出版年次，巻(号)，開始頁ー終7ページ.入手先(入手日付).

例:松原繁樹，江川誠二:英文作成支援ツールとしての用例文検索システム ESCORT.情

報管理.2008，51(4)，251-259.http://joi.jic.jst.go.jp/JST.JSTAGE/JOHOKANRI/51.52. 
(accessed 2008・08-25)

-ウェブサイト中の記事

著者名:“ウェブページの題名"ウェブサイトの名称.更新日付.入手先，(入手日付).

例)中央教育審議会:“教育新興基本計画についてー「教育王国Jの実現に向けてー

(答申)" 文部科学省 2008-04・

18.http://www.mext.go.jplb_menu/shingi/chukyo/chukyoO/toushinl08042205.htm.(ac 
cessed2008-08・25)

⑤ 人文・社会科学系の論文にあっては、専攻分野で慣例と なっている表記の仕方に従う

こともできる。

第 9条(著者が負担すべき費用)

別刷りは執筆者の負担とする。

第 10条 (規約の改正)

この規則の改正は、紀要編集部会の審議を経て決定する。

付則

この規定は、平成 16年 4月 1日から施行する。

この規定は、平成 19年 9月 1日から施行する。

この規定は、平成 24年 12月 1日から施行する。

この規定は、平成 25年 10月 1日から施行する。

この規定は、平成 27年 10月 1日から施行する。

この規定は、平成 29年 4月 1日から施行する。(主な変更点を下線で示す)。
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委員長槙田薫副委員長水主千鶴子委員入江安子

委員石橋千夏 委員 乾つぶら 委員山田晃子

編集後記

今年も看護学科紀要をお届けすることができました。

奈良看護紀要 VOL13.2017

委員青山美智代

委員橋本顕子

今回の看護学科紀要は発刊がずいぶん遅くなってしまいました。内情を申し上げます

と、例年通りの投稿受付期間中には原稿がなかなか集まらず、各領域に状況をお伝えし

てご助力をお願いいたしましたところ川上教授と入江准教授からすぐにご投稿いただ

ける旨お返事をいただきました。また、非常勤講師の後藤先生から恒例の判例評釈の原

稿を賜り、さらに飯田学科長にお願いしま したところ明るい声で総説の執筆をご了解し1

ただきました。その後格調高い文章で綴られた総説の原稿は、完成形のものが既にでき

ていたのではなし、かと思うくらい短時間で作成していただき、流石と感嘆いたしました。

おかげさまでこれまでと遜色ない雑誌が発刊できると考えましたが、おりしも年度末で

大学院修士課程のいわゆる修士論文の審査の時期となり、ここで紀要発行規定変更に至

った議論となりました。

大学院生の研究はいわゆる修士論文の形でまとめられ、現在は教育支援課で製本して

いただき図書館に保管されています。これは研究の経緯も、結果などの資料も含んだ、

業績の審査のために形式を指定されたもので、ページ数の多いものです。一般には優れ

た研究と評価されたものはその後レベルに応じた学術雑誌に投稿されます。この投稿先

として看護学科紀要も考慮、していただくことを周知し、投稿を推奨するということが看

護教育協議会で皆様の賛同を得ました。しかし看護学科紀要の発行規定に沿うといわゆ

る修士論文には量的な修正を必要とするため、本看護学科紀要の発刊を 3月末ではなく

て4月末日とすることと変更させていただいたものです。(巻末の看護学科紀要発行規

定参照)これにより修士論文に対する評価がでてから卒業・学位授与式などの多忙な時

期に作業をしなければなりませんが約 1か月間という猶予が得られることになります。

もちろん来年からは初めから看護学科紀要への投稿をご考慮いただけるなら予定を組

まれるでしょうからあわてることは少ないでしょう。今年は付け焼刃的に学位の公聴会

の後に出た提案でしたので、多くの先生にご迷惑をおかけしました。お詫び申し上げま

す。その中で大学院生の指導をされ論文をご投稿いただきました五十嵐教授、中西教育

教授、また査読をしていただきました先生方に心より感謝申し上げます。

奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会委員長漬田 薫
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